
JP 6187923 B2 2017.8.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のガラス基板と、前記一対のガラス基板の間に配置された複数のスペーサーと、前
記一対のガラス基板の周縁部を封着する封着材とを備え、
　前記一対のガラス基板間に形成された密閉可能な空間内を減圧状態にした複層ガラスで
あって、
　前記ガラス基板の中心部に配置される前記スペーサーの前記ガラス基板の面方向におけ
る断面の大きさが、前記ガラス基板の周辺部に配置される前記スペーサーの前記断面の大
きさよりも大きいことを特徴とする複層ガラス。
【請求項２】
　前記ガラス基板の中心部に配置される前記スペーサーの配置間隔が、前記ガラス基板の
周辺部に配置される前記スペーサーの配置間隔よりも広いことを特徴とする請求項１に記
載の複層ガラス。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の複層ガラスを製造する製造方法であって、
　前記スペーサーを、感光性ペーストを用いたフォトリソグラフィー法によって形成する
ことを特徴とする複層ガラスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、一対のガラス基板間に減圧された空間を介して積層された複層ガラス及びこ
れの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　間に複数個のスペーサーを介在させて一対のガラス基板を対向して配置し、両ガラス基
板の外周部を封着材で密閉することで内部に空間を生じさせ、空間内部の空気を排気する
ことで減圧した複層ガラスが商品化されている。
【０００３】
　このような内部の空間が減圧された複層ガラスは、単にガラス基板を２枚重ね合わせた
だけの複層ガラスと比較して、一対のガラス基板の間に大気圧よりも減圧された空気層を
介することによる大きな断熱効果や結露防止効果、防音効果が期待できるため、省エネル
ギー対策の重要性が高まる昨今、エコガラスの一つとして大きな注目を集めている。減圧
された複層ガラスは、金属またはセラミックスなどの複数のスペーサーによって所定の間
隔を介した状態で、一対のガラス基板の外周部を低融点ガラスフリットなどの封着シール
材を塗布加熱することで封着して空間を形成した後、ガラスもしくは金属により形成され
た排気管を介して空間内部の空気を排気することで製造される。
【０００４】
　このような従来の技術としては、例えば特許文献１や特許文献２に記載されたものが知
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表平５－５０１８９６号公報
【特許文献２】特開平１１－３２４５０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示は、高い断熱特性を備えた複層ガラス及びこれを製造する製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示にかかる複層ガラスは、一対のガラス基板と、前記一対のガラス基板の間に配置
された複数のスペーサーと、前記一対のガラス基板の周縁部を封着する封着材とを備え、
前記一対のガラス基板間に形成された密閉可能な空間内を減圧状態にした複層ガラスであ
って、前記ガラス基板の中心部に配置される前記スペーサーの前記ガラス基板の面方向に
おける断面の大きさが、前記ガラス基板の周辺部に配置される前記スペーサーの前記断面
の大きさよりも大きいことを特徴とする。
【０００８】
　また、本開示にかかる複層ガラスの製造方法は、前記スペーサーを、感光性ペーストを
用いたフォトリソグラフィー法によって形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示の複層ガラス及びこれの製造方法は、高い断熱特性を備えた複層ガラス及びこれ
を製造する製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１にかかる複層ガラスの構成を示す上面図と断面図
【図２】実施の形態１にかかる複層ガラスの製造工程を説明するための図
【図３】ガラス基板上の感光性ペーストの塗布状態を説明するための図
【図４】実施の形態２にかかる複層ガラスの構成を示す上面図と断面図
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【図５】実施の形態２にかかる複層ガラスの製造工程を説明するための図
【図６】赤外線反射膜の分光反射率特性の例を示す図
【図７】実施の形態３にかかる複層ガラスの構成を示す上面図と断面図
【図８】実施の形態３にかかる複層ガラスのスペーサーの形状を示す拡大図
【図９】実施の形態３にかかる複層ガラスのスペーサーの他の形状を示す拡大図
【図１０】実施の形態４にかかる複層ガラスの構成を示す上面図と断面図
【図１１】実施の形態４にかかる複層ガラスのスペーサーの構成を示す拡大図
【図１２】上層のスペーサーをフォトリソグラフィー法を用いて形成する工程を説明する
ための図
【図１３】上層のスペーサーをスクリーン印刷法を用いて形成する工程を説明するための
図
【図１４】異なる配置パターンのスペーサーを備えた複層ガラスの構成を示す上面図と断
面図
【図１５】さらに異なる配置パターンのスペーサーを備えた複層ガラスの構成を示す上面
図と断面図
【図１６】樹脂製のフォトマスクを用いて、湾曲した複層ガラスを製造する工程について
説明するための図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本開示の複層ガラスの製造方法は、スペーサーを介して所定間隔をおいて対向配置され
た一対のガラス基板の周縁部を封着して前記ガラス基板間に密閉可能な空間を形成し、前
記空間内を減圧状態にした複層ガラスを製造する製造方法であって、前記スペーサーを、
前記一対のガラス基板のうちの一方のガラス基板上に、感光性ペーストを用いたフォトリ
ソグラフィー法によって形成する。
【００１２】
　このようにすることで、本開示の複層ガラスの製造方法は、一対のガラス基板の間に所
定の水平断面形状と大きさを備え、かつ、所望の位置に形成されたスペーサーを容易に形
成することができる。このため、スペーサーの形状や材料を調整することが容易となり、
高い断熱特性を備えた複層ガラスを、低コストで製造することができる。また、スペーサ
ーが多孔体材料からなるため、ガラス基板に形成された状態でも一定の範囲で変形するこ
とができる。このため、例えばガラス基板上に形成された状態でのスペーサーの高さに微
細なばらつきがあった場合でも、対向するガラス基板と組み合わさった際にスペーサー自
体の変形によって高さのばらつきが吸収され、一対のガラス基板の全面においてスペーサ
ーがガラス基板と良好に当接し、高い強度を有する複層ガラスを得ることができる。
【００１３】
　本開示にかかる複層ガラスの製造方法において、前記感光性ペーストが、低融点ガラス
微粒子を含むことが好ましい。このようにすることで、低融点ガラスを含む多孔質ガラス
材料により形成されたスペーサーを、容易に形成することができる。
【００１４】
　また、前記スペーサーを形成するフォトリソグラフィー法において、樹脂フィルムを基
材とする露光マスクを用いることができる。このようにすることで、ガラス製のフォトマ
スクを用いる場合よりも、低コストで複層ガラスを製造することができる。また、フォト
マスクの形状をガラス基板の形状に沿わせて変形することが容易となり、例えば湾曲した
ガラス基板により構成された複層ガラスを容易に製造することができる。
【００１５】
　さらに、前記感光性ペーストを、前記一方のガラス基板上のスペーサー形成位置に、線
状または島状に塗布することが好ましい。このようにすることで、感光性ペーストの使用
量や、余分な感光ペーストを現像する現像液の量を減らすことができ、より低コストで複
層ガラスを製造することができる。
【００１６】
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　また、前記一対のガラス基板のうちの一方のガラス基板として、赤外線反射膜が形成さ
れたガラス基板を用いることが好ましい。このようにすることで、赤外線反射膜を備えた
断熱性の高い複層ガラスを容易に製造することができる。
【００１７】
　本開示の積層ガラスの製造方法において、前記スペーサーが２以上の層が積層された積
層構成であり、前記一方のガラス基板上に、前記スペーサーを構成する各層をいずれもフ
ォトリソグラフィー法で形成することが好ましい。
【００１８】
　また、この場合において、前記スペーサーの各層を形成するための感光性ペーストを、
順次塗布、露光した後、全ての層を形成するための前記感光性ペーストを同時に現像し、
焼成して前記２以上の層が積層された積層構成のスペーサーを形成することが好ましい。
【００１９】
　さらに、前記スペーサーが２以上の層が積層された積層構成であり、前記一方のガラス
基板上にフォトリソグラフィー法で形成された前記スペーサーの層の上に、スクリーン印
刷法によって前記スペーサーの層を形成することが好ましい。
【００２０】
　このようにすることで、材料や形状の異なる２層以上の層により構成された積層構成の
スペーサーを備えた複層ガラスを、容易に製造することができる。
【００２１】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。
【００２２】
　なお、出願人は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を
提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図
するものではない。以下で参照する各図は、説明の便宜上、本開示にかかる複層ガラスの
製造方法について、本開示を説明するために必要な部分を中心として簡略化して示したも
のである。したがって、各図を用いて説明する複層ガラスとその製造方法は、参照する各
図に示されていない任意の構成を備えることができる。また、各図中の部材の寸法は、実
際の構成部材の寸法および各部材の寸法比率を必ずしも忠実に表したものではない。
【００２３】
　また、以下本明細書において、一対のガラス基板間に形成された密閉可能な空間の内部
を減圧するとは、一対のガラス基板の間に形成される密閉可能な空間を、外部の大気圧よ
りも低い圧力の状態とすることを意味するものとする。さらに、本明細書における減圧状
態とは、密閉可能な空間の内部が外部の大気圧よりも低い状態となっていることを意味し
、空間内部の空気を排気して気圧を減じたいわゆる真空状態を含み、かつ、その真空度に
は左右されない。また、空間内部の空気を排気した後に不活性ガスなどの各種の気体を充
填した場合でも、空間内部の最終的な気体の圧力が大気圧よりも低くなっている状態であ
れば、本明細書における減圧状態に含まれる。
【００２４】
　（実施の形態１）
　以下、図１を用いて、本願で開示する複層ガラスの製造方法、および、本開示の複層ガ
ラスの製造方法によって製造される複層ガラスの具体例について、第１の実施の形態とし
て説明する。
【００２５】
　図１（ａ）は、本実施形態にかかる複層ガラスの上面図、図１（ｂ）は、本実施形態に
かかる複層ガラスの断面図を示し、図１（ｂ）は、図１（ａ）におけるＡ－Ａ′部分の断
面の構成を示している。
【００２６】
　図１（ａ）、図１（ｂ）に示すように、本実施形態の複層ガラスは、ガラス多孔体材料
からなるスペーサー３を介して間隔をおいて配設された一対のガラス基板１、２と、一対
のガラス基板１、２の周縁部を封着する封着材であるシール材４とを備えている。一対の
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ガラス基板１、２とシール材４とに囲まれた空間は密閉可能であり、この空間の内部は、
ガラス基板１に設けられた排気口（図示せず）から所定圧に排気後、排気口を例えば金属
蓋５で封止され、減圧状態の密閉空間が形成されている。
【００２７】
　ガラス基板１、および、ガラス基板２は、いずれも例えば厚み３ｍｍのフロートガラス
からなり、ガラス基板１には、図示しない排気用の穴が空けられている。
【００２８】
　スペーサー３は、ガラス基板１とガラス基板２との間隔を所定のものとするために、ガ
ラス基板２の上に複数個が配置、形成されたものである。スペーサーの配置間隔は、一例
として、２ｃｍピッチであり、それぞれのスペーサーは、直径０．２ｍｍ、高さ０．２ｍ
ｍの円柱で、ガラス材料からなる多孔体により構成されている。スペーサー３のガラス多
孔体は、低融点ガラス微粒子と、必要により各種無機微粒子を加えることで、スペーサー
の密度を調整することが出来るものであり、低融点ガラス微粒子と感光剤とを含む感光性
ペーストを用いてフォトリソグラフィー法でガラス基板２上に形成されたものである。
【００２９】
　本実施形態にかかるスペーサーは、複数の空孔を備えた多孔体材料からなっている。よ
り具体的には、本実施形態にかかるスペーサーは、上記のようにガラス材料などをペース
ト状にしてフォトリソグラフィー法によりガラス基板上に形成された際に、バインダーと
して用いられた有機物成分や、感光剤や紫外線吸光剤などの各種溶剤、その他不純物を含
む樹脂成分の多くが、後の乾燥、焼成工程で蒸散した痕跡として多数の空孔が形成されて
いるものである。
【００３０】
　なお、ここで本実施形態にかかる多孔体材料からなるスペーサーが備える空孔には、ス
ペーサーの表面に露出した開孔と、表面には露出していない閉孔との双方を含むものであ
る。また、本開示にかかるスペーサーが一対のガラス基板の内の一方のガラス基板上に形
成されたとは、ガラス基板上に直接形成されたものと、ガラス基板上に形成された１層ま
たは２層以上の薄膜の上に間接的に形成されたものとの、両方の場合を含むものである。
【００３１】
　多孔体材料であるスペーサーの空効率は、一例として、低融点ガラス材料と無機材料の
微粒子であるフィラー、さらに、バインダーを含む感光性ペーストを用いたフォトリソグ
ラフィー法により形成されたものの場合で、１～２０％程度の値となる。スペーサーを構
成する部材や、それを形成するために用いられるバインダー等の樹脂成分の種類、感光性
ペーストにおける構成割合、スペーサーの製造条件等によって、この空効率は変化する。
【００３２】
　なお、本開示にかかるスペーサーとしては、上記バインダーが除去された空孔を備える
もの以外にスペーサーを構成する部材自体が備える空孔を有することで多孔体材料となっ
ている場合も含む。このような、空孔を有する部材としては、例えば内部に空洞を有する
中空シリカなどが考えられる。いずれにしても、本開示の複層ガラスにおけるスペーサー
は、上記ガラス等の部材による多孔体材料からなるものであって、背景技術として説明し
た複層ガラスに用いられているスペーサーのように、その内部にガラス、金属等の芯材を
含まないものである。
【００３３】
　シール材４は、例えば低融点ガラスフリットからなり、スペーサー３を形成した後の一
方のガラス基板２の周囲に塗布された後、他方のガラス基板が重ね合わされた状態で一旦
溶融、再結晶することで、一対のガラス基板間に密閉可能な空間を形成し得るものである
。
【００３４】
　ここで、本実施形態に示す複層ガラスの製造方法について、図２を用いて説明する。
【００３５】
　図２は、本実施形態にかかる複層ガラスの製造方法を説明するために、製造工程の各段
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階における複層ガラスの断面形状を示した図である。なお、図２は、図１（ｂ）として示
した部分の断面構成を表している。
【００３６】
　最初に、図２（ａ）として示すように、表面を洗浄したガラス基板２を用意する。
【００３７】
　そして、このガラス基板２上に、フォトリソグラフィー法でスペーサー３を形成する。
【００３８】
　まず、スペーサー３を形成する材料として、感光性ペーストを作製する。感光性ペース
トは、二酸化シリコンなどの無機微粒子、紫外線吸光剤、感光性ポリマー、感光性モノマ
ー、光重合開始剤、ビスマス亜鉛系などの低融点ガラス微粒子および溶媒等の各種成分を
所定の組成となるように調合した後、３本ローラや混練機で均質に混合分散し作製する。
【００３９】
　感光性ペーストには、アルミナ、ジルコニア、酸化チタン、フォルステライト、ムライ
ト、窒化珪素、炭化珪素、窒化アルミニウムおよびシリカなどの耐熱セラミック粒子、ま
たは、高融点ガラス粒子からなるフィラーを含ませることができ、フィラーを含ませるこ
とでスペーサー形成時の体積収縮を低減することができる。フィラーとして使用可能な高
融点ガラスとしては、ガラス転移点５７０～１２００℃、軟化点６２０～１２００℃を有
するものが考えられ、例えば、酸化珪素１５～５０ｗｔ％、酸化ホウ素５～２０ｗｔ％、
酸化アルミニウム１５～５０ｗｔ％、酸化バリウム２～１０ｗｔ％の組成を含有するもの
等が挙げられる。
【００４０】
　感光性ペーストの粘度は無機微粒子、増粘剤、有機溶媒、可塑剤および沈殿防止剤など
の添加割合によって適宜調整されるが、その範囲は２００～２０００００ｃｐｓが好まし
い。
【００４１】
　感光性ペースト組成の具体例としては、例えば、低融点のガラス微粒子が４３ｗｔ％、
酸化亜鉛の微粉末を１０ｗｔ％、感光性モノマー、感光性ポリマー、光重合開始剤、紫外
線吸収剤、紫外線吸光剤、増感剤、増感助剤などの樹脂成分が２６ｗｔ％、バインダーと
しての有機溶剤を２１ｗｔ％とすることができる。
【００４２】
　次に、ガラス基板２の上に、感光性ペーストを塗布する。図２（ｂ）は、ガラス基板２
上に感光性ペースト７を塗布した状態を示す。
【００４３】
　感光性ペースト７の塗布方法としては、スクリーン印刷、バーコーター、ロールコータ
ー等の方法を用いることができる。塗布厚みは、塗布回数、スクリーンのメッシュ、ペー
ストの粘度を選ぶことによって調整する。
【００４４】
　次に、図２（ｃ）に示すように、ガラス基板２に感光性ペースト７を塗布した上から、
露光マスクであるフォトマスク８を用いて、光源からの照射光９を照射してマスク露光す
る。フォトマスク８に形成される開孔８ａのパターンを調整することで、形成されるスペ
ーサー３のガラス基板２の面方向における水平断面形状とその大きさ、スペーサー３の配
置位置を適宜所望のものとすることができる。用いるフォトマスク８は、感光性有機成分
の種類によって、感光部分の感光性ペースト７が除去されて非感光部分にスペーサー３が
形成されるポジ型、もしくは、感光部分の感光性ペーストが硬化してその部分がスペーサ
ー３となるネガ型のどちらかを選定する。
【００４５】
　マスク露光の際に使用される照射光９を照射する活性光源は、たとえば、近紫外線、紫
外線、電子線、Ｘ線などが挙げられるが、これらの中で紫外線が好ましく、その光源とし
てはたとえば低圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、ハロゲンランプなどが使用できる
。これらのなかでも超高圧水銀灯が好適である。
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【００４６】
　露光条件は感光性ペーストの塗布厚みによって異なるが、一例として、５～１００ｍＷ
／ｃｍ2の出力の超高圧水銀灯を用いて１～３０分間露光を行なう。
【００４７】
　露光後、現像液を使用して現像することで、不要な位置の感光性ペースト７を除去して
所定のスペーサー３形成位置に所定形状の感光性ペースト７を残存させる。この場合、現
像処理は、感光性ペースト７が形成されたガラス基板２を現像液に浸す浸漬法や、ガラス
基板上の感光性ペースト７に現像液をかけるスプレー法などで行なう。現像液は、市販の
アルカリ現像液が使用できる。
【００４８】
　次に、焼成炉にて焼成を行う。この結果、感光性ペースト７から、バインダーや感光液
成分などの樹脂成分が蒸散して、図２（ｄ）に示すように、多孔質ガラス材料からなるス
ペーサー３が所定位置に形成される。焼成工程における炉内の雰囲気や温度はペーストや
基板の種類によって異なるが、空気中もしくは窒素雰囲気中で焼成することができる。焼
成条件の一例として、焼成温度は５２０～６１０℃の温度で、１０～６０分間保持して焼
成を行う。
【００４９】
　次に、図２（ｅ）に示すように、ガラス基板２の周囲に、例えばディスペンサーを用い
て、シール材４を塗布した後、乾燥させる。シール材４は、例えば低融点ガラスフリット
からなる。シール材４として利用できる低融点ガラスフリットの一例としては、Ｂｉ２Ｏ

３が７０％以上、Ｂ２Ｏ３およびＺｎＯがそれぞれ１５％以下、さらに、エチルセルロー
ス、テルピネオールなどの有機系物質の混合物が５％以上含まれたビスマス系シール、フ
リットペーストを用いることができる。
【００５０】
　次に、図２（ｆ）に示すように、ガラス基板１とガラス基板２と対向させて組み合わせ
た状態で炉に入れ加熱し、低融点ガラスフリットを溶かして、ガラス基板１、２の周囲を
シール材４で接着する。
【００５１】
　次に、ガラス基板１、２を組み合わせた複層ガラスの空間内部の空気を、排気口（図示
せず）より、例えば、ロータリーポンプで排気して減圧した後、排気口に金属蓋５を接着
して封止する。
【００５２】
　以上のようにして、図２（ｇ）に断面構成を示す、複層ガラスが製造される。
【００５３】
　本実施形態にかかる複層ガラスでは、ガラス基板２上にガラス多孔体からなるスペーサ
ー３を所定のピッチ、所定の断面形状、サイズ、高さで形成することができる。また、こ
のスペーサー３は、ガラス基板２との密着性も高い。
【００５４】
　さらに、本実施形態にかかる複層ガラスは、感光性材料を用いてスペーサーを形成する
ことにより、芯材を備える従来のスペーサーよりも小さいサイズのスペーサーを実現でき
る。これにより、本実施形態にかかる複層ガラスを、例えば窓に使用した場合には、スペ
ーサーのサイズが小さいため人間の目には確認しにくくなり、視認性に優れた窓を実現で
きる。
【００５５】
　なお、本実施形態にかかる複層ガラスに用いられたガラス多孔体材料のスペーサー３は
、ペースト材料として、無機およびガラス微粒子を５３ｗｔ％、感光性モノマー、感光性
ポリマー、光重合開始剤、紫外線吸光剤、増感剤、増感助剤などを含む樹脂成分を２６ｗ
ｔ％、バインダーとしての有機溶媒を２１ｗｔ％の比率のものを用いた場合、焼成後の材
料比率は、無機およびガラス微粒子が９９ｗｔ％、樹脂成分が１ｗｔ％であった。
【００５６】
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　上記本実施形態では、感光性ペースト７をガラス基板２上の全面に塗布する例を示した
が、感光性ペースト７をガラス基板２上のスペーサー３が形成される部分に部分的に塗布
することもできる。
【００５７】
　図３は、図２（ｂ）として示した、感光性ペースト７が塗布された状態のガラス基板２
を、対向配置される他方のガラス基板１の側から見た状態における、部分拡大図である。
図３において、スペーサー３が形成される部分を点線で示している。
【００５８】
　図３（ａ）は、図２（ｂ）と同様に、ガラス基板２上の全面に感光性ペースト７を塗布
した状態を示している。これに対し、図３（ｂ）は、スペーサー３が形成される領域を含
むように線状に感光性ペースト７を塗布した状態を示している。また、図３（ｃ）は、ス
ペーサー３が形成される領域を含むように、島状、すなわち、ひとかたまりのブロックを
形成するようにした感光性ペースト７を、複数個塗布した状態を示している。
【００５９】
　上記説明したように、本実施形態の複層ガラスの製造方法では、感光性ペーストを用い
たフォトリソグラフィー法によって、スペーサー３を形成する。フォトリソグラフィー法
におけるスペーサー３の形成位置は、上記した露光工程での露光マスクのマスクパターン
によって定められるものであるため、スペーサー３を形成するガラス基板２と露光マスク
との位置合わせが一定以上の精度で行われることを前提として、ガラス基板２上にスペー
サー３が形成される位置を事前に特定することができる。このため、図３（ａ）に示した
ように、ガラス基板２上の全面に感光性ペーストを形成する方法以外に、図３（ｂ）、図
３（ｃ）に示すように、スペーサー３が形成される部分を選択して感光性ペースト７を塗
布するとともに、スペーサー３が形成されない部分には感光性ペースト７を塗布しないよ
うにすることができる。
【００６０】
　例えば、図３（ｂ）に示すように、感光性ペーストを線状に塗布する場合には、感光性
ペースト７を射出・塗布する複数のノズルをスペーサー３の形成間隔、すなわち、線状の
感光性ペーストの形成間隔に対応させて配置し、ガラス基板２の一方の辺から対向する他
方の辺に向かって走査するように動かして塗布することができる。この場合、一度のノズ
ルの走査で、ガラス基板２上の全てのスペーサー列に対応する部分に感光性ペースト７を
塗布することができる。また、連続した、若しくは不連続に、配置された複数本の線状の
感光性ペースト７を塗布しうるノズルを複数回走査することで、ガラス基板２の全面に所
望の本数の線状の感光性ペーストを塗布することもできる。
【００６１】
　なお、図３（ｂ）に示した例では、形成されるスペーサー３の列に対応して、スペーサ
ー３の列の数と同じ本数の線状の感光性ペースト７をガラス基板２上に形成する例を示し
た。しかし、例えばスペーサー３の形成間隔が狭い場合などでは、２列のスペーサー３を
一本の線状の感光性ペースト７から形成することもできる。この場合には、感光性ペース
ト７の塗布本数を、形成されるスペーサー列の数よりも少なく、例えば１／ｎ本（ｎは２
以上の自然数）とすることができる。
【００６２】
　図３（ｃ）に示した島状に感光性ペースト７を塗布する方法は、スペーサー３が列状に
配置形成されず、例えば、千鳥状に互い違いに形成される場合などに特に有効である。な
お、図３（ｃ）では、いずれも同じ大きさの略正方形の島状に感光性ペースト７を塗布す
る例を示したが、塗布された感光性ペースト７の島の形状は略正方形状には限られず、さ
まざまな形状の感光性ペースト７の島を形成することができる。また、感光性ペースト７
の全ての島の形状を同じ大きさにする必要はなく、さらに、一つの感光性ペースト７の島
に含まれる形成予定のスペーサー３の数も、同じとする必要はない。
【００６３】
　図３（ｂ）、および、図３（ｃ）に一例を示すように、スペーサー３を形成するための
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感光性ペースト７を線状または島状に形成することで、図３（ａ）に示したように、ガラ
ス基板２の全面に感光性ペースト７を塗布する場合と比較して、感光性ペーストの塗布量
を減らすことができる。また、フォトリソグラフィー法でスペーサー３を形成する際に、
現像処理によってガラス基板２上から除去すべき余剰の感光性ペースト７の量が低減され
るため、必要となる現像液量を低減することができ、現像時間を短縮することにも繋がる
。このように、感光性ペースト７をガラス基板２の全面に塗布形成せずに、スペーサー３
が形成される場所に部分的に塗布形成し、スペーサー３が形成されない場所には塗布形成
しないことで、複層ガラスの製造コストを低減することができる。
【００６４】
　（実施の形態２）
　以下、図４を用いて、本開示にかかる複層ガラスの第２の実施の形態について説明する
。
【００６５】
　図４（ａ）は、本実施形態にかかる複層ガラスの上面図、図４（ｂ）は、本実施形態に
かかる複層ガラスの断面図を示し、図４（ｂ）は、図４（ａ）におけるＢ－Ｂ′部分の断
面の構成を示している。
【００６６】
　図４（ａ）、図４（ｂ）に示すように、本実施形態にかかる複層ガラスは、ガラス多孔
体材料からなるスペーサー１３を介して間隔をおいて配設された一対のガラス基板１１、
１２と、一対のガラス基板１１、１２の周縁部を封着する封着材としてのシール材１４と
を備えている。一対のガラス基板１１、１２とシール材１４とに囲まれた空間の内部は、
ガラス基板１１に設けられた排気口（図示せず）から所定圧に排気後、排気口を例えば金
属蓋１５で封止されて、減圧状態の密閉空間が形成されている。
【００６７】
　ガラス基板１１、および、ガラス基板１２は、いずれも例えば厚み３ｍｍのフロートガ
ラスからなり、ガラス基板１１には排気口である図示しない排気用の穴が空けられている
。ガラス基板１１のガラス基板１２と対向する表面、すなわち、複層ガラスの内側の表面
には、可視光線を透過し赤外線を反射する機能を備えた赤外線反射膜１６が形成されてい
る。
【００６８】
　赤外線反射膜１６は、例えば酸化スズ（ＳｎＯ２）の薄膜からなる。赤外反射膜１６は
、波長領域が４００ｎｍから８００ｎｍ程度の可視光線に対して、波長約８００ｎｍ以上
２０００ｎｍ程度までの赤外線、遠赤外線をより多く反射するという、赤外線反射特性を
備えている。
【００６９】
　スペーサー１３は、ガラス基板１２上に、例えば、２ｃｍピッチの間隔で複数形成され
た直径０．３ｍｍ、高さ０．２ｍｍの円柱で、ガラス材料からなるガラス多孔体で構成さ
れている。本実施形態にかかる複層ガラスに用いられているスペーサー１３のガラス多孔
体は、例えば中空シリカを含むガラス微粒子からなり、フォトリソグラフィー法でガラス
基板１２上に形成されたものである。ここで、中空シリカとは、粒子径が１０～３００ｎ
ｍでシェル厚みが１～１５ｎｍ程度のものをいう。
【００７０】
　シール材１４は、例えば低融点ガラスフリットからなり、スペーサー１３を形成した後
のガラス基板１２の周囲に、例えばディスペンサーを用いて塗布した後、乾燥させる。シ
ール材２４として用いられる低融点ガラスフリットの一例としては、Ｂｉ２Ｏ３が７０％
以上、Ｂ２Ｏ３およびＺｎＯがそれぞれ１５％以下、さらに、エチルセルロース、テルピ
ネオールなどの有機系物質の混合物が５％以上含まれたビスマス系シール、フリットペー
ストを用いることができる。
【００７１】
　本実施形態に示す複層ガラスの製造方法について、図５を用いて説明する。
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【００７２】
　図５は、本実施形態にかかる複層ガラスの製造方法を説明するために、製造工程の各段
階における複層ガラスの断面形状を示した図である。なお、図５は、図４（ｂ）として示
した部分の断面構成を表している。
【００７３】
　最初に、図５（ａ）として示すように、表面を洗浄したガラス基板１２を用意する。
【００７４】
　次に、ガラス基板１２上に、フォトリソグラフィー法でスペーサー１３を形成する。ス
ペーサー１３の形成方法については、上記実施の形態１において説明した工程と同じ工程
が用いられるため、簡単に説明する。
【００７５】
　まず、スペーサー１３を形成する材料として無機微粒子、紫外線吸光剤、感光性ポリマ
ー、感光性モノマー、光重合開始剤、ビスマス亜鉛系などの低融点ガラス微粒子および溶
媒等の各種成分による感光性ペースト１７を作製し、スクリーン印刷、バーコーター、ロ
ールコーター等の方法を用いて、図５（ｂ）として示すように、ガラス基板１２上の全面
に感光性ペースト１７を塗布する。なお、本実施形態の感光性１７ペーストには、上記し
たように中空シリカが含まれている。ここで、中空シリカとは、粒子径が１０～３００ｎ
ｍでシェル厚みが１～１５ｎｍ程度のものをいう。また、感光性ペースト１７をスペーサ
ー１３が形成される部分にのみ塗布できることは、第１の実施形態において図３を用いて
説明したとおりである。
【００７６】
　次に、図５（ｃ）に示すように、感光性ペースト７の上方から、露光マスクであるフォ
トマスク１８を用いて、光源からの照射光１９を照射してマスク露光する。本実施形態に
おいても、フォトマスク１８に形成される開孔１８ａのパターンを調整することで、形成
されるスペーサー１３のガラス基板１２の面方向における断面形状とその大きさ、スペー
サー１３の配置位置を適宜所望のものとすることができる。また、フォトマスク１８とし
てネガ型およびポジ型のどちらかを選定する点、マスク露光の際に使用される照射光１９
を照射する活性光源の種類などの点も、第１の実施形態で説明した条件と同様とすること
ができる。
【００７７】
　露光後、現像液を使用して所定の現像をすることで、不要な位置の感光性ペースト１７
を除去して所定のスペーサー１３形成位置に所定形状の感光性ペースト１７を残存させ、
さらに焼成炉にて焼成を行うことで、図５（ｄ）に示すように、多孔質ガラス材料からな
るスペーサー１３がガラス基板１２上の所定位置に形成される。
【００７８】
　次に、図５（ｅ）に示すように、ガラス基板１２の周囲に例えば、ディスペンサーを用
いて、シール材１４を塗布した後、乾燥させる。
【００７９】
　次に、図５（ｆ）に示すように、ガラス基板１２と対向する表面に、例えば、ＣＶＤ法
により赤外線反射膜１６を形成したガラス基板１１を用意し、ガラス基板１１とガラス基
板１２と対向させて組み合わせた状態で炉に入れ加熱し、低融点ガラスを溶かして、ガラ
ス基板１１、１２の周囲をシール材１４で接着する。なお、ガラス基板１１として、一方
の表面に赤外線反射膜１６が形成された低反射ガラス（一般にＬｏｗＥガラス等と称され
る）を用いることもできる。
【００８０】
　そして、ガラス基板１１、１２を組み合わせた複層ガラスの空間内部の空気を、排気口
（図示せず）より、例えば、ロータリーポンプで排気して減圧した後、排気口に金属蓋１
５を接着して封止することで、図５（ｇ）に断面構成を示す本実施形態の複層ガラスが製
造される。
【００８１】
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　以上のように、本実施形態にかかる複層ガラスは、ガラス基板１１の内表面に形成され
た赤外線反射膜１６を備えている。このため、本実施形態にかかる複層ガラスを窓ガラス
として用いた場合には、赤外線反射膜１６によって太陽光から遮熱するとともに、室内と
室外の断熱効果を上げることができる。また、本実施形態の複層ガラスでは、一例として
、粒子径が１０～３００ｎｍでシェル厚みが１～１５ｎｍ程度の中空シリカが、多孔体材
料としてスペーサー１３に含まれているため、スペーサー１３部分の断熱性が向上し、一
対のガラス基板１１，１２間でスペーサー１３を介して熱が伝わることを効果的に防止す
ることができる。この結果、複層ガラスの断熱特性が一層向上する。
【００８２】
　なお、本実施の形態において、赤外線反射膜として酸化スズ（ＳｎＯ２）からなる膜を
形成する場合について示したが、赤外線反射膜としては、他にもＩＴＯ（酸化インジウム
スズ）や酸化亜鉛などの酸化物を用いて形成することができる。また、銀を酸化物とをス
パッタリング装　置によって積層した多層膜を、赤外線反射膜として形成することもでき
る。
【００８３】
　図６は、赤外線反射膜の分光反射率特性の例を示す図である。
【００８４】
　図６（ａ）が、本実施形態で例示した酸化スズ（ＳｎＯ２）膜の赤外線反射膜堰の分光
反射率特性を示し、図６（ｂ）が、銀と酸化物とを積層した赤外線反射膜における分光反
射率特性を示している。
【００８５】
　図６（ａ）に分光反射率特性を示した酸化スズ（ＳｎＯ２）膜は、ガラス基板上にＣＶ
Ｄ（chemical vapor deposition）法により、厚さ１００μｍの膜として形成されたもの
である。図６（ａ）に示すように、酸化スズ（ＳｎＯ２）膜の赤外線反射膜は、４００～
８００ｎｍの可視光領域では１０％の反射率を有するが、赤外線領域、特に波長１６００
ｎｍ以上の遠赤外線に対しては反射率が２０％以上の高い反射率特性を有している。
【００８６】
　図６（ａ）に分光反射率特性を示した酸化スズ（ＳｎＯ２）膜の赤外線反射膜は、ガラ
ス基板を製造する際の高温工程を利用したＣＶＤ法で形成できるため、赤外線反射膜を備
えたガラス基板を安価に形成できるという利点がある。また、高温の工程で形成された酸
化スズ（ＳｎＯ２）膜の赤外線反射膜は、その後の高温工程や環境によって変質しにくい
という利点を有する。このため、後述するように、赤外線反射膜上にスペーサーを形成す
ることが可能となり、また、温度や湿度の変化、使用者の指などからの油分の付着などに
より変質しにくいことを利用して、複層ガラスの外表面側に赤外線反射膜を形成すること
が可能となる。
【００８７】
　図６（ｂ）に分光反射率特性を示した銀と酸化物膜との積層構成による膜は、ガラス基
板上に、厚さ３０ｎｍの酸化亜鉛膜、厚さ１０ｎｍの銀（Ａｇ）膜、厚さ２０ｎｍの酸化
亜鉛膜、厚さ１０ｎｍの銀（Ａｇ）膜、厚さ３０ｎｍの酸化亜鉛膜を、それぞれスパッタ
リング法により順次積層することで、厚さ１００ｎｍの赤外線反射膜としたものである。
図６（ｂ）に示すように、銀と酸化亜鉛膜の積層構成により形成された赤外線反射膜は、
４００～７００ｎｍ程度までの可視光領域では５～１０％の低反射率であるが、７５０ｎ
ｍ以上の赤色光から長波長側での反射率が高く、特に、１０００ｎｍ程度以上の赤外線に
対する反射率が約８０％という高い反射率特性を有している。
【００８８】
　図６（ｂ）に示すように、銀と酸化物膜との積層膜による赤外線反射膜は、赤外線に対
する高い反射特性を有するため、赤外線反射膜を備えた複層ガラスにおける太陽光からの
熱遮蔽効果を高くすることができ、断熱効果の大きな複層ガラスを得ることができる。な
お、スパッタリング法により形成された赤外線反射膜は、上記例示したＣＶＤ法により形
成された赤外線反射膜と比較すると、高温や環境に対する安定性が乏しい傾向があるため
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、赤外線反射膜状にスペーサーを形成する場合や、複層ガラスの外表面に赤外線反射膜を
形成する場合には、注意が必要である。
【００８９】
　また、本実施形態の複層ガラスにおいて、スペーサー１３のガラス多孔体を構成する材
料として、ガラスと、結晶化ガラスと、例えば酸化チタンや酸化ジルコニウムのフィラー
を含む構成にすることにより、スペーサー１３の機械的や熱的な耐衝撃強度を向上させる
ことができる。結晶化ガラスは、ガラス中に負の熱膨張性をもつ結晶を分散させ、ガラス
の熱膨張を結晶の負の熱膨張で相殺することにより熱膨張係数を小さくしたものである。
【００９０】
　さらに、スペーサー１３の材料として、ガラス基板の熱膨張係数である８．５～９．０
×１０－６℃と同等な熱膨張係数を持つ材料を用いることで、高温プロセスにおける熱膨
張係の違いによる応力歪みを小さくすることかできるため、複層ガラスの強度を向上させ
ることができる。
【００９１】
　また、スペーサー１３のガラス多孔体を構成する材料として、例えばＩＴＯや酸化亜鉛
酸化チタン、酸化スズなどの導電性酸化物材料を含む構成にすることによって、スペーサ
ー１３自身が赤外線反射特性を備えることができる。このような赤外線反射特性を備えた
材料によりスペーサーを形成することで、ガラス基板に形成された赤外線反射膜による赤
外線反射作用をさらに向上させることができ、より断熱性能の高い複層ガラスとすること
ができる。
【００９２】
　なお、上記第２の実施形態では、複層ガラスを構成する一対のガラス基板の内、スペー
サーが形成されない側のガラス基板１１の内側に赤外線反射膜１６が形成された例を示し
たが、赤外線反射膜１６は、スペーサーが形成される側のガラス基板１２の内側に形成す
ることができる。また、ガラス基板１１およびガラス基板１２の両方の内側に、赤外線反
射膜を形成することができる。特に、一対のガラス基板の双方に赤外線反射膜を形成した
場合には、いずれか一方のガラス基板に赤外線反射膜を形成した場合と比較して、より高
い断熱効果を発揮する複層ガラスを得ることができる。
【００９３】
　なお、赤外線反射膜をガラス基板の外側に形成することも可能であり、赤外線を反射す
ることによる断熱効果を得ることができる。ただし、上記したように、例えばスパッタリ
ング法などによって形成した赤外線反射膜は、外部環境の影響を受けやすく、赤外線反射
特性が変化したり、赤外線反射膜自体が変色したりするなどの問題が生じる可能性が高い
。このため、赤外線反射膜を複層ガラスを構成するガラス基板の外側表面に形成する場合
には、製造方法を工夫して変質しにくい材料および構成の赤外線反射膜を形成することや
、赤外線反射膜の表面に別のガラス基板、樹脂基板などを積層するなど、赤外線反射膜を
保護する構成を採用することが有効である。
【００９４】
　また、導電性部材によって赤外線反射膜を形成した場合には、電磁シールド効果により
、室内で携帯電話での通信ができなくなってしまうなどの弊害が生じる場合がある。この
ため、複層ガラスに赤外線反射膜を形成する場合には、赤外線反射膜本来の赤外線反射特
性の他に、その電磁シールド効果をも勘案して、使用する赤外線反射膜の材料選択や、赤
外線反射膜を複層ガラスの内の一方のガラス基板にのみ形成するか、若しくは、両方のガ
ラス基板に形成するかなどの赤外線反射膜の設計を行うことが好ましい。
【００９５】
　（実施の形態３）
　以下、図７～９を用いて、本開示にかかる複層ガラスの第３の実施の形態について説明
する。
【００９６】
　図７（ａ）は、本実施形態にかかる複層ガラスの上面図、図７（ｂ）は、本実施形態に
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かかる複層ガラスの断面図を示し、図７（ｂ）は、図７（ａ）におけるＣ－Ｃ′部分の断
面の構成を示している。また、図８は、図７（ｂ）におけるスペーサー配置部分の構成を
示す要部拡大図である。
【００９７】
　図７（ａ）、図７（ｂ）に示すように、本実施形態にかかる複層ガラスは、ガラス多孔
体材料からなるスペーサー２３を介して間隔をおいて配設された一対のガラス基板２１、
２２と、一対のガラス基板２１、２２の周縁部を封着する封着材としてのシール材２４と
を備えている。一対のガラス基板２１、２２とシール材２４とに囲まれた空間の内部は、
ガラス基板２１に設けられた排気口（図示せず）から所定圧に排気後、排気口を例えば金
属蓋２５で封止されて、減圧状態の密閉空間が形成されている。
【００９８】
　ガラス基板２１、および、ガラス基板２２は、いずれも例えば厚み３ｍｍのフロートガ
ラスからなり、ガラス基板２１には、図示しない排気用の穴が空けられている。
【００９９】
　スペーサー２３は、ガラス基板２２上に例えば、２ｃｍピッチの間隔で複数形成された
直径０．４ｍｍ、高さ０．１ｍｍの円柱で、ガラス材料からなる多孔体で構成されている
。本実施形態の複層ガラスに用いられているスペーサー２３の断面形状は、図８に示すよ
うに、対向するガラス基板２１との接触面の中央部が凹んだ凹形状になっている。
【０１００】
　シール材２４は、例えば低融点ガラスフリットからなり、スペーサー２３を形成した後
のガラス基板２２の周囲に、例えばディスペンサーを用いて塗布した後、乾燥させる。シ
ール材２４として用いられる低融点ガラスフリットの一例としては、Ｂｉ２Ｏ３が７０％
以上、Ｂ２Ｏ３およびＺｎＯがそれぞれ１５％以下、さらに、エチルセルロース、テルピ
ネオールなどの有機系物質の混合物が５％以上含まれたビスマス系シール、フリットペー
ストを用いることができる。
【０１０１】
　本実施形態にかかる複層ガラスの製造方法について説明する。
【０１０２】
　最初に、ガラス基板２２上にフォトリソグラフィー法でスペーサー２３を形成する。本
実施形態の複層ガラスの製造方法においては、活性光源、露光条件を調整して、スペーサ
ーの頂面中央部に凹みが生じて、断面形状が図８に示したような凹形状となる条件で形成
する。なお、スペーサー２３を形成する際の焼成温度を、一例として５２０℃～６１０℃
と比較的低めの温度とすることによっても、断面形状を図８に示すような、頂面が凹形状
のスペーサー２３を形成することができる。
【０１０３】
　次に、ガラス基板２２の周囲に例えば、ディスペンサーを用いて、シール材２４を塗布
した後、乾燥させる。次に、ガラス基板２１とガラス基板２２と対向させて組み合わせた
状態で炉に入れ加熱し、低融点ガラスを溶かして、ガラス基板２１、２２の周囲をシール
材２４で接着する。次に、ガラス基板２１、２２を組み合わせた複層ガラスの空間内部の
空気を、排気口（図示せず）より、例えば、ロータリーポンプで排気して減圧した後、排
気口に金属蓋５を接着して封止する。
【０１０４】
　以上のように、本実施形態にかかる複層ガラスでは、スペーサー２３の対向ガラス基板
２１との接触面を凹形状にしたことにより、一対のガラス基板２１、２２を組み合わせて
接触させた状態でシール材２４によって接着する際に、スペーサー２３の先端部分が変形
してガラス基板２１の内面とフィットする。このため、ガラス基板２２に形成された複数
のスペーサー２３において、それぞれの微少な高さ違いやガラス基板２１、２２の変形を
吸収することができる。
【０１０５】
　また、図９に示すように、スペーサー２３の頂面である対向ガラス基板２１との接触面
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を、中央部が突出した凸形状とした場合にも、上記ガラス基板２１との接触面を凹形状と
した場合と同様に、スペーサー２３の微少な高さの違いやガラス基板２１、２２の変形を
吸収する効果を奏することができる。図９に示す、頂面が凸形状のスペーサーは、上記の
ように、スペーサーを形成する際の活性光源、露光条件を調整することで実現できる。ま
た、スペーサー２３を形成する際の焼成温度を、一例として６１０℃～６３０℃と比較的
高めの温度とすることによっても、図９に示すような頂面が凸形状のスペーサー２３を形
成することができる。
【０１０６】
　（実施の形態４）
　以下、図１０、図１１を用いて、本願で開示する複層ガラスの第４の実施形態について
説明する。
【０１０７】
　図１０（ａ）は、本実施形態にかかる複層ガラスの上面図、図１０（ｂ）は、本実施形
態にかかる複層ガラスの断面図を示し、図１０（ｂ）は、図１０（ａ）におけるＤ－Ｄ′
部分の断面構成を示している。また、図１１は、図１０（ｂ）に示した本実施形態にかか
る複層ガラスにおけるスペーサー配置部分の拡大図を示す。
【０１０８】
　図１０（ａ）、図１０（ｂ）に示す本実施形態の複層ガラスは、図１１にその断面構成
を示すように２層のガラス多孔体材料が積層して形成されたスペーサー３３を介して、所
定の間隔をおいて配設された一対のガラス基板３１、３２と、一対のガラス基板３１、３
２の周縁部を封着する封着材であるシール材３４とを備えている。一対のガラス基板３１
、３２とシール材３４とに囲まれた空間の内部は、ガラス基板３１に設けられた排気口（
図示せず）から所定圧に排気後、排気口を例えば金属蓋３５で封止されて、減圧状態の空
間が形成されている。
【０１０９】
　ガラス基板３１、および、ガラス基板３２は、いずれも例えば厚み３ｍｍのフロートガ
ラスからなり、ガラス基板３１には排気用の穴が空けられている。
【０１１０】
　スペーサー３３は、ガラス基板３２上の赤外線反射膜３６上に、例えば２ｃｍピッチの
間隔で複数形成された直径０．４ｍｍ、高さ０．２ｍｍの円柱で、ガラス材料からなる多
孔体で構成されている。
【０１１１】
　図１１に示す２層構成のスペーサー３３において、下層スペーサー３８は、例えば、二
酸化シリコンなどの無機微粒子、ビスマス亜鉛系などの低融点ガラス微粒子からなってい
る。また、上層スペーサー３７は、例えば下層スペーサー３８の材料に含まれる低融点ガ
ラスの軟化点が５１０℃の場合に、軟化点が４８０℃とより低い材料を用いて形成するこ
とが好ましい。
【０１１２】
　シール材３４は、例えば低融点ガラスフリットからなり、スペーサー３３を形成した後
のガラス基板３２の周囲に、例えばディスペンサーを用いて塗布した後、乾燥させる。次
にガラス基板３２とガラス基板３１と対向させて組み合わせた状態で炉に入れ、加熱する
ことによって低融点ガラスフリットを溶かして接着してシールする。このとき上層のスペ
ーサー３７に含まれる低融点ガラスが溶けて固まるため、ガラス基板３１とスペーサー３
７が接触する部分も密着する。
【０１１３】
　以下、本実施形態にかかる複層ガラスの製造方法について説明する。
【０１１４】
　最初に、ガラス基板３２上にフォトリソグラフィー法で下層のスペーサー３８を形成す
る。洗浄したガラス基板３２上に塗布する感光性ペーストは、実施形態１において説明し
たものと同様の方法で作成できる。感光性ペーストの組成においても、実施形態１で説明
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したものと同様に、低融点のガラス微粒子が４３ｗｔ％、酸化亜鉛の微粉末を１０ｗｔ％
、感光性モノマー、感光性ポリマー、光重合開始剤、紫外線吸収剤、紫外線吸光剤、増感
剤、増感助剤などの樹脂成分が２６ｗｔ％、バインダーとしての有機溶剤を２１ｗｔ％の
ものを利用できる。なお、上記のように、下層のスペーサー３８に含まれる低融点ガラス
として、軟化点が５１０℃のものを使用できる。
【０１１５】
　図１２（ａ）は、ガラス基板３２上に、下層のスペーサー３８を形成するための感光性
ペースト６１を塗布した状態を示す図であり、実施形態１における図２（ｂ）に相当する
図面である。感光性ペースト６１の塗布方法は、実施形態１で説明したのと同様に、スク
リーン印刷、バーコーター、ロールコーター等の方法を用いることができる。
【０１１６】
　なお、下層のスペーサー３８の高さは、その上方に上層のスペーサー３７が積層される
ことを考慮した高さとする。下層のスペーサー３８を形成する際の感光性ペースト６１の
塗布厚さは、下層のスペーサー３８の高さを考慮して決められる。
【０１１７】
　次に、図１２（ｂ）に示すように、下層のスペーサーを形成する感光性ペースト６１に
対して、露光マスクであるフォトマスク６２を用いて、光源からの照射光６３を照射して
マスク露光する。フォトマスク６２に形成される開孔６２ａのパターンを調整して、下層
のスペーサー３８の配置位置とその形状、大きさを規制する。また、フォトマスク６２と
してポジ型とネガ型とのいずれかを選択できる点、照射光源などの露光工程の条件は、実
施形態１として示したものと同様であり、下層のスペーサー３８を形成するための感光性
ペースト６１の成分等に合わせて適宜定められる。
【０１１８】
　次に、図１２（ｃ）に示すように、露光後の感光性ペースト６１上に、上層のスペーサ
ー３７を形成するための感光性ペースト６４を塗布する。感光性ペースト６４の作成方法
や塗布方法としては、下層のスペーサー３８を形成するための感光性ペースト６１の作成
、塗布と同じ方法を用いることができる。感光性ペースト６４の組成も、低融点ガラスと
して軟化点が４８０℃のものを用いる以外は、実施形態１として示した感光性ペースト７
や下層のスペーサー３８を形成するための感光性ペースト６１と、基本的に同じ組成のも
のを使用できる。
【０１１９】
　その後、図１２（ｄ）に示すように、フォトマスク６５を用いて上層のスペーサー３７
を形成する感光性ペースト６４を、照射光６６を用いて露光する。図１２に示す例では、
図１１に断面形状を示した、上層のスペーサー３７と下層のスペーサー３８との水平方向
断面が同じ大きさの円形のものを作成するため、図１２（ｄ）に示した露光マスク６５は
、図１２（ｂ）に示した露光マスク６２と同じ形状の開口６５ａが形成されているものを
用いる。このようにすることで、図１２（ｄ）に示すように、下層のスペーサー３８を形
成するための感光性ペースト６１における露光部分６１ａの上に、上層のスペーサー３７
を形成するための感光性ペースト６４における露光部分６４ａが重なって形成された状態
となる。
【０１２０】
　なお、上層のスペーサー３７の水平方向の断面形状や大きさを下層のスペーサー３８の
水平方向の断面形状や大きさと異ならせる場合、上層のスペーサー３７を形成するための
感光性ペースト６４として、下層のスペーサー３８を形成する感光性ペースト６１とは異
なるタイプのネガ型、ポジ型を用いる場合などには、適宜上層のスペーサー３７として求
められる形状が得られるように設計されたフォトマスク６５を用いる。
【０１２１】
　また、照射光源の種類や、照射時間などの露光条件についても、下層のスペーサー３８
を形成する感光性ペースト６１を露光した条件と同じ条件を用いることを基本として、上
層のスペーサー３７を形成するめための感光性ペースト６４の組成等に応じて、適宜設定
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することができる。
【０１２２】
　その後、フォトリソグラフィー法による現像工程、焼成工程を経ることで、図１２（ｅ
）に示すように、下層のスペーサー３８上に上層のスペーサー３７が積層された、本実施
形態の積層ガラスのスペーサー３３が形成される。なお、露光方法や露光条件、焼成条件
などは、上記実施形態１として示した説明したものを基本として、感光性ペースト６１お
よび感光性ペースト６４の組成等を踏まえて適宜定めることができる。
【０１２３】
　その後、図２（ｅ）～図２（ｇ）として示した、第１の実施形態の複層ガラスの製造方
法と同様にして、ガラス基板３２の周囲に例えば、ディスペンサーを用いて、シール材３
４を塗布した後、乾燥させる。その後、ガラス基板３１とガラス基板３２と対向させて組
み合わせた状態で炉に入れ加熱し、低融点ガラスを溶かして、ガラス基板３１、３２の周
囲をシール材３４で接着する。そして、ガラス基板３１、３２を組み合わせた複層ガラス
の空間内部の空気を、排気口（図示せず）より、例えば、ロータリーポンプで排気して減
圧した後、排気口に金属蓋３５を接着し、減圧された密閉空間を形成して、図１０に示し
たような本実施形態に示す複層ガラスが製造される。
【０１２４】
　なお、上記説明では、下層のスペーサー３８を形成するための感光性ペースト６１を露
光した後現像せずに、上層のスペーサー３７を形成するための感光性ペースト６４を重ね
て塗布、露光し、その後、感光性ペースト６１と感光性ペースト６４とを同時に現像する
工程を説明した。このように、上層のスペーサー３７を形成するための感光性ペースト６
４を感光性ペースト６１が塗布されている面上に塗布することで、感光性ペースト６４を
所定の厚さで均一に塗布することが容易となる。また、このような方法によれば、現像工
程、さらに、時間とコストがかかる焼成工程を１回のみ行うようにすることができるので
、積層されたスペーサー３３の製造コストを低減することができる。
【０１２５】
　しかし、本実施形態に示す、下層のスペーサー３８と上層のスペーサー３７とが積層さ
れたスペーサー３３を形成する方法はこれに限られない。図２を用いて説明したような、
１層構成のスペーサーを形成するフォトリソグラフィー法を２回繰り返して、すなわち、
下層のスペーサーを、感光性ペーストの塗布、露光、現像、焼成により形成した後、上層
のスペーサーを、感光性ペーストの塗布、露光、現像、焼成により形成することで、積層
構成のスペーサーを形成することができる。特に、上層のスペーサー３７と下層のスペー
サー３８との構成材料が異なり、それぞれを形成するための感光性ペーストの特性が大き
く異なる場合には、このように、一旦下層のスペーサー３８を焼成した後、上層のスペー
サー３７を積層する方法が好ましい場合がある。
【０１２６】
　なお、上記説明では、上層のスペーサー３７を、下層のスペーサー３８と同様にフォト
リソグラフィー法を用いて形成する例について説明したが、本実施形態の複層ガラスにお
いて、上層のスペーサー３７をスクリーン印刷法により形成することもできる。
【０１２７】
　図１３は、上層のスペーサー３７をスクリーン印刷法で形成する場合の製造工程を示す
図である。
【０１２８】
　図１３（ａ）は、ガラス基板３２上に下層のスペーサー３８が形成されている状態を示
している。なお、下層のスペーサー３８は、上記実施の形態１や、図１２を用いて説明し
た方法と同様のフォトリソグラフィー法で形成することができる。図１３（ａ）では、一
例として、下層のスペーサー３８が焼成まで行われた状態を示している。
【０１２９】
　上層のスペーサー３７をスクリーン印刷法で形成する場合は、図１３（ｂ）に示すよう
に、下層のスペーサー３８の頂面よりも所定間隔隔てた状態で、印刷スクリーン７１をガ
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ラス基板３２に並行に配置する。この、下層のスペーサー３８の頂面とスクリーンとの間
隔は、基板サイズによって最適な値は変化するが、例えば１ｍ角サイズのガラス基板の場
合、２～５ｍｍとすることができる。なお、基板サイズが小さくなればこの間隔は小さく
なる。
【０１３０】
　そして、印刷スクリーン７１上に載置された印刷ペースト７２を、スキージ７３でこす
るように引き延ばし、印刷スクリーン７１に形成された開口部７１ａから、下層のスペー
サー３８の頂面上に塗布する。下層のスペーサー３８の頂面と印刷スクリーン７１との間
隔、印刷スクリーン７１の厚さ、さらに、印刷スクリーン７１とスキージ７３との間隔を
調整することで、下層のスペーサー３８の頂面上に、所定の厚さの印刷ペースト７２を塗
布することができる。
【０１３１】
　スクリーン印刷法で上層のスペーサー３７を形成する場合の条件としては、一例として
、印刷ペースト７２は、下層のスペーサー３８をフォトリソグラフィー法で形成した際に
用いた感光性ペーストをそのまま使用することができる。また、印刷スクリーンは、径サ
イズがφ１００μｍ、高さが１５～２０μｍの上層のスペーサー３７を形成する場合には
、ステンレスメッシュ（３２５）版を用いて印刷することができた。また、上層のスペー
サー３７塗布後の焼成温度は６００℃とした。
【０１３２】
　なお、図１３では、スクリーン印刷法に用いられるスクリーン７１の所定の位置に、開
口７１ａが設けられた例を示したが、スクリーン印刷法の場合には、印刷スクリーン７１
と下層のスペーサー３８の頂面との間隔と、印刷ペースト７２の粘度を適切に保つことに
より、印刷スクリーンに開口部が形成されていないメッシュスクリーンを用いて、下層の
スペーサー３８の頂面上にのみ上層のスペーサー３７を形成する印刷ペースト７２を塗布
形成することができる。
【０１３３】
　また、上層のスペーサー３７を印刷法により形成する方法として、上記例示したスクリ
ーン印刷法以外にも、他の印刷法や、例えば、フィルムに印刷した上層のスペーサーのパ
ターンを、下層のスペーサー上に位置合わせをして転写する転写法など利用することがで
きる。
【０１３４】
　以上のように、本実施形態に示した複層ガラスでは、２層構成のスペーサーを用いるこ
とにより、ガラス基板３１とスペーサー３３との間の密着性が向上し、結果として複層ガ
ラス全体の強度が向上する。
【０１３５】
　また、本実施形態として説明した複層ガラスの製造方法において、上層のスペーサー３
７に熱遮断性の材料、例えば中空シリカを含む構成にすることにより、一対のガラス基板
間の熱伝導性を低くして、複層ガラスとしての断熱性を向上させることができる。特に、
一対のガラス基板の少なくともいずれか一方に、実施の形態２で説明した赤外線反射膜が
形成されている場合に、この効果が顕著となる。
【０１３６】
　このように、本実施形態にかかる複層ガラスの製造方法によれば、上層のスペーサーと
下層のスペーサーとの、材料や形状を適宜所望のものとして設計できるため、複層ガラス
としての断熱性能や強度等をより向上させることができる。
【０１３７】
　なお、本実施形態では、ガラス基板３２上に直接下層のスペーサー３８と上層のスペー
サー３７とが積層される例を示したが、ガラス基板３２上に形成された、赤外線反射膜や
その他機能性の薄膜を介して、下層のスペーサー３８と上層のスペーサー３７とを積層す
ることもできる。
【０１３８】
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　また本実施形態では、積層構成のスペーサー３３として、下層のスペーサー３８と上層
のスペーサー３７とが積層された２層構成のものを例に説明したが、３層以上のスペーサ
ーが積層された構成のものを用いてもよい。３層以上が積層された積層構成のスペーサー
を構成する場合において、対向するガラス基板とのなじみをよくして複層ガラスの強度を
向上させるためには、最も上層のスペーサーを軟化点の低いガラス材料で形成されたもの
とすることが好ましい。また、スペーサー材料として中空シリカのように、熱遮断性の高
い材料を用いたスペーサーを積層形成する場合においても、最も上層に最も熱遮断性の高
い材料で構成されたスペーサーを積層することが好ましい。
【０１３９】
　なお、３層以上が積層されたスペーサーを形成する場合にも、図１２で説明したいずれ
の層のスペーサーもフォトリソグラフィー法により形成する方法と、図１３で説明した下
層のスペーサーをフォトリソグラフィー法で形成し、上層のスペーサーをスクリーン印刷
法で形成する方法との、いずれの方法をも採用することができる。
【０１４０】
　（他の実施の形態）
　以上のように、本開示にかかる複層ガラスの例示として、実施の形態１～４を用いてそ
の内容を具体的に説明した。しかしながら、本開示にかかる複層ガラスは、これらの実施
形態に限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った形態にも適用可能で
ある。また、上記実施の形態１～４で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の
形態とすることも可能である。
【０１４１】
　そこで、以下、上記実施の形態１～４として示した以外の実施の形態について、まとめ
て説明する。
【０１４２】
　上記の各実施形態では、一対のガラス基板をシール材で接着した後に、複層ガラスの内
部空間の空気を排気して、減圧状態の密閉空間を形成する工程について説明したが、一対
のガラス基板を、シール材を溶かして接着するときに同時に複層ガラスの内部空間の空気
を排気する工程とすることができる。
【０１４３】
　また、各実施形態において、一対のガラス基板間に形成された空間の内部を排気した後
、排気口に金属蓋を接着して封止する例を示したが、排気口に排気管を取り付けて複層ガ
ラスの内部空間の空気を排気管から排気した後、ガラス管である排気管を溶断して封止す
ることができる。
【０１４４】
　上記各実施形態では、複層ガラスを構成するガラス基板として、フロートガラスを用い
る例を示したが、フロートガラス以外にも、ソーダライムガラス、高歪点ガラス、化学強
化ガラス、物理強化ガラス、無アルカリガラス、石英ガラス、ネオセラム、ホウケイ酸ガ
ラス、テンパックスなどの各種のガラス基板を用いることができる。
【０１４５】
　また、上記の各実施形態では、一対のガラス基板として、いずれも同じ外形、厚み（例
示として３ｍｍ）を有したものについて例示したが、一方のガラス基板の大きさおよび／
または厚さが、他方のガラス基板の大きさや厚さと異なることを妨げるものではない。ま
た、ガラス基板の大きさは、使用用途に応じて一辺が数ｃｍ程度のものから、窓ガラス用
としての一辺が最大２～３ｍ程度のものまで、さまざまな大きさのものを使用することが
できる。ガラス基板の厚さも、用途に応じて、２～３ｍｍ程度のものから２０ｍｍ程度の
ものまで、各種のガラス基板を用いることができる。
【０１４６】
　また、上記各実施形態において、スペーサーとして、その水平断面形状が円形である略
円柱状のものを例示したが、スペーサーの形状は例示した円柱状のものに限らず、ガラス
基板の面方向における水平断面が矩形や三角形、多角形の角柱状などの各種形状のものを
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使用することができる。
【０１４７】
　また、スペーサーの大きさも、例示したものには限られず、使用されるガラス基板の大
きさや厚さ、ガラス基板間の間隔の大きさなどに応じて適宜選択することができる。
【０１４８】
　また、スペーサーの配置パターンや配置間隔、ガラス基板上の位置におけるサイズの分
布も適宜定めることができる。
【０１４９】
　図１４は、ガラス基板上におけるスペーサーの配置間隔とガラス基板の面方向における
大きさであるサイズの分布をともに異ならせた複層ガラスの、第１の例を示す図である。
図１４（ａ）が、第１の例の複層ガラスの上面図、図１４（ｂ）が、第１の例の複層ガラ
スの断面構成を示す図であり、図１４（ｂ）は、図１４（ａ）におけるＥ－Ｅ′部分の断
面構成を示している。
【０１５０】
　図１４（ａ）、図１４（ｂ）に示すように、ガラス基板上におけるスペーサーの配置間
隔とサイズの分布を異ならせた第１の例の複層ガラスにおいて、一対のガラス基板４１、
４２の間に設けられたスペーサーは、周辺部のスペーサー４３が中心部のスペーサー４４
よりも小さいサイズとし、かつ、周辺部のスペーサー４３は、中心部のスペーサー４４の
配置間隔より狭い間隔で配置している。具体的な配置間隔としては、一例として、周辺部
のスペーサー４３の配置間隔を１．５ｃｍ、中心部のスペーサー４４の配置間隔を２．０
ｃｍとする。また、周辺部のスペーサー４３の径を０．３ｍｍ、中心部のスペーサー４４
の径を０．５ｍｍとする。このように、ガラス基板４２上に形成されるスペーサーの配置
間隔とサイズとを、ガラス基板４２上の位置によって変化させることによって、複層ガラ
スの周辺部に外力が加わった場合に、数の多い複数のスペーサーで力を受け持つことによ
り、加わった力を分散することができ、複層ガラスの破損やシール材４５の剥がれが生じ
ることを効果的に防止することができる。
【０１５１】
　図１５は、ガラス基板上におけるスペーサーの配置間隔とサイズの分布をともに異なら
せた複層ガラスの第２の例を示す図である。図１５（ａ）が、第２の例の複層ガラスの上
面図、図１５（ｂ）が、第２の例の複層ガラスの断面構成を示す図であり、図１５（ｂ）
は図１５（ａ）におけるＦ－Ｆ′部分の断面構成を示している。
【０１５２】
　図１５（ａ）、図１５（ｂ）に示すように、ガラス基板上におけるスペーサーの配置間
隔とサイズの分布を異ならせた第２の例の複層ガラスにおいて、ガラス基板の周辺部のス
ペーサー５３を中心部のスペーサー５４より大きいサイズとし、かつ、周辺部のスペーサ
ー５３は、中心部のスペーサー５４の配置間隔より広い間隔で配置している。具体的には
、一例として、周辺部のスペーサー５３の配置間隔を２．０ｃｍ、中心部のスペーサー５
４の配置間隔を１．５ｃｍとする。また、周辺部のスペーサー５３の径を０．５ｍｍ、中
心部のスペーサー５４の径を０．３ｍｍとする。このように、ガラス基板５２上に形成さ
れるスペーサーの配置間隔とサイズとを、ガラス基板５２上の位置によって変化させるこ
とによって、例えば複層ガラスを窓ガラス等として用いた場合に、その中央部分のスペー
サーが小さく視認されにくくなるため、見栄えの良い複層ガラスを得ることができる。ま
た、シール材から遠い位置になる複層ガラスの中央部分に形成されるスペーサー５３の形
成間隔を小さくし、かつ、スペーサー５３の水平方向の径を小さくすることにより、視認
されにくいスペーサーを用いながら、ガラス基板の撓み等による変形を抑制することがで
きる複層ガラスを実現することができる。
【０１５３】
　なお、ガラス基板上における位置によって、スペーサーの配置間隔とサイズとを異なら
せた複層ガラスの例を示す図１４、図１５では、ガラス基板上を周辺部と中心部との２つ
の領域に分けて、それぞれの領域内でのスペーサーのサイズや配置間隔が同一である構成
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を示した。しかし、本開示の複層ガラスにおいて、スペーサーの配置間隔やサイズを異な
らせる領域を３つ以上とすることができ、また、それぞれの領域内でのスペーサーの配置
間隔やサイズを段階的に変更するようにしてもよい。さらに、複層ガラス基板上を領域に
分割するのではなく、例えば一方の端部から他方の端部へと、配置されるスペーサーの間
隔や大きさを段階的に変化させることもできる。
【０１５４】
　また、本開示の積層ガラスに使用されるスペーサーがフォトリソグラフィー法により形
成されることを応用して、露光マスクのパターンを調整することにより、有意な形状であ
ると利用者に認識されるパターンを、スペーサーの配列によって複層ガラスのガラス基板
上に表すことができる。
【０１５５】
　スペーサーの配列で表される、有意な形状であるとして認識されるパターンとしては、
例えば、複層ガラスの製品名、複層ガラスを商店などのショーウィンドウとして使用した
場合にはその商店の名称や電話番号などの各種の文字が考えられる。また、同様に、複層
ガラス自体または製造メーカーのロゴマークや、複層ガラスを窓ガラスとして使用する商
店や施設などのロゴマーク、さらには、複層ガラスを公衆ネット回線端末などの情報検索
システムボックスなどの窓として用いた場合には、当該施設でのサービスを象徴して表す
マークなど、各種の意味合いを有する有意なマークとして認識される図形や記号などが考
えられる。
【０１５６】
　なお、スペーサーを用いて有意な形状であると視認されるパターンを形成する方法とし
ては、露光マスクを調整して文字や所望の図形の形状そのままのスペーサーを形成する場
合の他に、スペーサーの配置間隔の粗密の度合いを調整したり、スペーサーの水平方向断
面の形状や大きさを調整したりすることによって、ドットにより文字や図形を形成するの
と同じ原理で、全体として一定の文字や図形を表すようにすることもできる。
【０１５７】
　さらに、図１４および図１５を用いて説明した、複層ガラスを構成するガラス基板上の
全体領域においてスペーサーの配置間隔やサイズを変化させる手法を応用して、ガラス基
板の表面全体に濃淡のグラデェーションを形成したり、井桁状、千鳥形状などの文様を形
成したりすることができる。
【０１５８】
　また、スペーサーの少なくとも一部を形成する材料の色彩や反射率、光沢などを形成領
域に応じて変化させることで、スペーサーによって形成される有意な形状パターンを、色
彩を有したパターンとして形成することもできる。このように、スペーサーの色彩を変更
する方法としては、所望の色彩の感光性ペーストをガラス基板上で塗り分ける方法が有効
である。また、図１３を用いて実施の形態４として説明したように、２層構成のスペーサ
ーを採用して、上層のスペーサーを例えば印刷法により形成することで、極めて容易に、
所望の領域のスペーサーを所望の色彩のものとすることができる。
【０１５９】
　また、本開示にかかる複層ガラスについての上記各実施形態では、平板状のガラス基板
を用いた例について説明したが、本開示の複層ガラスでは、例えば一方向に湾曲したガラ
スや、球体の一部を切り取ったような全方向に向かって湾曲しているガラス基板、複数回
の凹凸を繰り返す波状のガラス基板など、内部が減圧された状態での一定以上の強度を有
するさまざまな湾曲ガラスをガラス基板とする、複層ガラスを形成することができる。ま
た、一対のガラス基板の湾曲度合いが完全に同じものに限られず、所望の高さのスペーサ
ーが形成できる範囲において、２枚のガラス基板の間隔が場所によって異なる複層ガラス
を形成することも可能である。
【０１６０】
　これら、湾曲したガラス基板を用いた複層ガラスは全体が湾曲しているため、窓などに
用いられることにより高いデザイン性を発揮するとともに、配置される部材の形状面の制
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約から平板状の複層ガラスを用いることができない場合などにも利用可能な、実用性の高
い複層ガラスを実現することができる。
【０１６１】
　特に、本開示の複層ガラスの製造方法では、フォトリソグラフィー法でスペーサーを形
成する際に用いる露光マスクを、上記実施形態で示したガラス基板ではなく、樹脂フィル
ム材料で形成することができる。樹脂フィルム製の露光マスクを用いることで、露光マス
クのコストを低減することができるとともに、湾曲したガラス基板上の所定の位置に、所
定の水平断面形状のスペーサーを容易に形成することができる。
【０１６２】
　図１６は、湾曲したガラス基板に、樹脂フィルム材料の露光マスクを用いて、フォトリ
ソグラフィー法によりスペーサーを形成する製造工程を示す図である。
【０１６３】
　図１６（ａ）に示すように、ガラス基板として一方向に湾曲したガラス基板８２を用意
し、表面を洗浄する。
【０１６４】
　次に、図１６（ｂ）に示すように、ガラス基板８２の表面に、感光性ペースト８５を塗
布する。感光性ペーストの材料、作製方法、塗布方法などは、上記各実施形態で説明した
ものと同じとすることができる。
【０１６５】
　その後、図１６（ｃ）に示すように、樹脂フィルム材で形成されたフォトマスク８６を
用いて、フォトマスク８６の開孔８６ａを介して、所定位置に光源からの照射光８７を照
射する。このとき、フォトマスク８６は、ポリエステル材料のポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）などの材料で形成されたものを用いることができる。
【０１６６】
　フォトマスク８６の、スペーサー形成面以外の枠の部分を金属や硬度の高い樹脂により
形成された図示しないマスク枠で保持することで、フォトマスク８６の形状を、ガラス基
板８２と同様に一方向に湾曲した形状とすることができる。
【０１６７】
　このとき、照射光８７がガラス基板８２の表面の法線方向から照射されるようにするこ
とで、図１６（ｄ）に示すように、ガラス基板８２の表面の法線方向に所定の高さを有す
るスペーサー８３を形成することができる。フォトリソグラフィー法によるスペーサーの
形成方法、条件などは、上記各実施形態で説明したものと同じものを用いることができる
。
【０１６８】
　その後、上記各実施形態で説明した方法等により、周囲にシール材８４を塗布、乾燥し
、ガラス基板８２と同じ形状の一方向に湾曲したガラス基板８１を積層して炉に入れて加
熱することで、シール材８４により、一対のガラス基板８１と８２とを封着する。なお、
ガラス基板８１の表面に、赤外線反射膜を備えたものを用いることができる。
【０１６９】
　その後、ガラス基板８１と８２間の密閉可能空間を排気口より排気して減圧した後、排
気口に金属蓋を被せる。
【０１７０】
　このようにすることで、平板状ではない、湾曲したガラス基板により形成された複層ガ
ラスを製造することができる。
【０１７１】
　また、複層ガラスを封着するシール部材や、排気口などの外観上見栄えがよくない部分
のガラス基板に所定の印刷パターンを形成することにより、高いデザイン性を備えた複層
ガラスとすることもできる。
【０１７２】
　なお、図４を用いて説明した第２の実施形態にかかる複層ガラスに形成されているよう
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な赤外線反射膜を、他の第３の実施形態、第４の実施形態、さらに、その他の実施形態と
して説明した各種のバリエーションの複層ガラスの構成においても同様に設けることがで
きる。そして、赤外線反射膜を備えた複層ガラスとすることで、それぞれの実施形態の構
成が有する特徴に加えて断熱効果を向上させた複層ガラスを得ることができるようになる
。
【０１７３】
　また、上記本開示にかかる複層ガラスにおいて、シール材として、比較的低温度、例え
ば３００℃以下で溶融するようなシール材を用いた場合には、スペーサーを構成する材料
として樹脂材料を用いてもよい。例えば、低融点ガラス材料の代わりに樹脂材料を用い、
その樹脂材料に二酸化シリカや酸化チタン、結晶化または非晶質のガラス微粉末、中空シ
リカなどの無機材料を添加することにより多孔体を形成しても良い。
【０１７４】
　また、本開示にかかる複層ガラスにおいて、ガラス基板に反射防止や紫外線の吸収など
の各種光学的作用、もしくは、断熱特性などの機能をもたらすために、有機もしくは無機
の膜を適宜形成するという、既に確立されている複層ガラスに関する技術を適宜付加・応
用することができる。
【０１７５】
　さらに、一対のガラス基板の少なくとも一方のガラス基板自体を複層ガラスとして、全
体として３枚以上のガラス基板がそれぞれ所定の空間を隔てて積層された複層ガラスを構
成することができる。この場合において、少なくとも厚さ方向における一部分の複層ガラ
スが本開示の複層ガラスの製造方法により製造されたものであればよい。このため、例え
ば、本開示にかかる製造方法により製造された複層ガラスに、一対のガラス基板間に不活
性ガスが封入された複層ガラスが積層されていたり、別の方法または本開示の製造方法に
より製造された複層ガラスがさらに積層されていたり、所定間隔でガラス基板が積層され
ているのみで間の空間が大気圧のままである複層ガラスが積層されていたりという、さま
ざまな形態を採ることができる。
【０１７６】
　なお、本開示にかかる複層ガラスは、断熱効果が高く、かつ、取り扱いが容易なエコガ
ラスとして、窓ガラスなどに良好に使用できる。また、例えば、冷蔵庫や冷凍庫の扉部分
に、本開示の複層ガラスを配置することで、断熱効果により冷蔵庫や冷凍庫の機能を妨げ
ることなく、内部の状態を確認することができるようになるなど、家庭用もしくは業務用
の用途が期待できる。
【０１７７】
　以上のように、添付図面および詳細な説明によって、出願人がベストモードと考える実
施の形態と他の実施の形態とを提供した。これらは、特定の実施の形態を参照することに
より、当業者に対して、特許請求の範囲に記載の主題を例証するために提供されるもので
ある。したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決
のために必須な構成要素だけでなく、それ以外の構成要素も含まれ得る。そのため、それ
らの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されているからといって、直ち
にそれらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定を受けるべきではない。また、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において、上述の実施の形態に対して、種々の変更、
置き換え、付加、省略などを行うことができる。
［付記］
　［付記１］
　一対のガラス基板と、前記ガラス基板の間に配置され、前記一対の基板の間隔を一定に
保つ複数のスペーサーを備え、前記ガラス基板の周縁部を封着して前記ガラス基板間に密
閉可能な空間を形成し、前記空間内を減圧状態にした複層ガラスであって、
　　前記スペーサーは、１層以上の多孔体材料を含むことを特徴とする複層ガラス。
【０１７８】
　［付記２］
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　前記スペーサーは、多孔体ガラス材料からなることを特徴とする請求項１記載の複層ガ
ラス。
【０１７９】
　［付記３］
　前記一対のガラス基板のうち、少なくとも１方のガラス基板は、可視光線を透過し、赤
外線を反射する膜を備えていることを特徴とする請求項１および請求項２記載の複層ガラ
ス。
【０１８０】
　［付記４］
　前記多孔体材料は、中空シリカを含むことを特徴とする請求項１～３記載の複層ガラス
。
【０１８１】
　［付記５］
　前記多孔体材料は、結晶化ガラスおよびフィラーを含むことを特徴とする請求項１～３
記載の複層ガラス。
【０１８２】
　［付記６］
　前記多孔体材料は、電気伝導性を持つ金属酸化物材料を含むことを特徴とする請求項１
～３記載の複層ガラス。
【０１８３】
　［付記７］
　前記多孔体材料は、前記ガラス基板との接触面が凹または凸形状であることを特徴とす
る請求項１～３記載の複層ガラス。
【０１８４】
　［付記８］
　前記スペーサーは、２層の多孔体材料からなり、前記ガラス基板と接触する層は、ガラ
スと密着性を持つ材料で構成されていることを特徴とする請求項１～３記載の複層ガラス
。
【０１８５】
　［付記９］
　前記スペーサーは、２層の多孔体ガラス材料からなり、前記ガラス基板と接触する層は
熱遮断性を持つ材料で構成されていることを特徴とする請求項１～３記載の複層ガラス。
【０１８６】
　［付記１０］
　前記ガラス基板の周辺部に配置されるスペーサー間の間隔と前記ガラス基板の中心部に
配置されるスペーサー間の間隔は異なることを特徴とする請求項１～請求項９記載の複層
ガラス。
【０１８７】
　［付記１１］
　　前記ガラス基板の周辺部に配置されるスペーサーの大きさと前記ガラス基板の中心部
に配置されるスペーサーの大きさは異なることを特徴とする請求項１～請求項９記載の複
層ガラス。
【０１８８】
　［付記１２］
　スペーサーを介して所定間隔をおいて対向配置された一対のガラス基板の周縁部を封着
して前記ガラス基板間に密閉可能な空間を形成し、前記空間内を減圧状態にした複層ガラ
スを製造する製造方法であって、
　前記スペーサーは、感光性ペーストを用いて１層以上の多孔体ガラス材料により形成す
ることを特徴とする複層ガラスの製造方法。
【産業上の利用可能性】
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【０１８９】
　以上説明したように、本開示にかかる複層ガラスは、実用性が高い複層ガラスとして、
窓ガラスや冷蔵庫などの内部観察用の窓部材などをはじめとして、さまざまな用途に利用
することができる。

【図１】 【図２】
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